
密集市街地総合防災事業 （平成27年度創設）

協議会

街区内部への建物更新の連鎖
・共同建替えによる不燃化
・老朽建築物の除却
・空地等の整備

多様な世帯の居住促進
・子育て支援施設等の整備

地域の生活基盤の強化
・サービス付き高齢者向け
住宅や福祉施設等の整備

避難地の確保
・避難場所の整備

避難路沿道の不燃化
・道路等の整備
・沿道建築物の不燃化
・沿道の耐震化

市街地開発事業の活用
・公共施設の計画的整備や建物
更新等

住宅戸数密度が一定以上等の要件を満たす密集市街地において、整備計画に基づき行われる、以下の事業

①社会資本整備総合交付金の基幹事業等の交付対象となる事業（補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる。）
住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、狭あい道路整備等促進事業、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、空き家
再生等推進事業、都市防災総合推進事業、都市再生区画整理事業、街路事業、都市公園・緑地等事業

②以下の補助事業（民間事業者等に対する直接補助、補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる。）
防災・省エネまちづくり緊急促進事業、スマートウエルネス住宅等推進事業

③総合防災促進事業

対象事業

地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構、民間
事業者等

事業主体

① 各事業の補助率、補助限度額に準じる。

② 各事業の補助率、補助限度額に準じる。

③ 地方公共団体：国１／２
それ以外 ：国１／３、地方１／３
※整備計画ごとに、交付対象事業の全体事業費の20/100
を上限とする。

以下の事項は、従来の事業（国１／３、地方１／３）よりも高い
補助率を適用
○地区公共施設整備：国１／２、地方１／２

※民間事業者が行うもので、整備後に地方公共団体が管理するもの
に限る。

○住宅・建築物の共同施設整備：国２／３、地方１／３

補助率

・複数の主体（地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等）が連携する協議会があること

・区域に係る整備計画を策定すること 等

事業要件

高齢化の著しい密集市街地において、地方公共団体や民間事業者等が連携し、防災街区の整備に関する事業など防
災対策の推進とあわせ、多様な世帯の居住促進を図るため、子育て支援施設やサービス付き高齢者向け住宅、福祉
施設等の生活支援機能等の整備など、密集市街地における総合的な環境整備に対する支援を重点的に推進する。


